「大槌町林野火災による災害義援金」の募集について

令和８年４月２２日に発生した岩手県大槌町林野火災に伴い、大槌町に災害救助法が適用されました。 
岩手県共同募金会では、下記のとおり被災者への義援金募集を行うことになりましたのでご協力くださいますようお願いいたします。


１．名 　称 　　　　「大槌町林野火災による災害義援金」（岩手県）

２．義援金募集期間 　令和８年５月７日（木）～８月３１日（月）
　　　　　　　　　　 （今回の募集では義援金のみを取り扱います）

	金融機関名
	口座番号
	口座名義

	ゆうちょ銀行
	00120-1-452437
	岩手県共募 (いわてけんきょうぼ)大槌町 (おおつちちょう)林野 (りんや)火災 (かさい)による
災害 (さいがい)義援 (ぎえん)金 (きん)


３．義援金の受入
（１）義援金受入口座



※ゆうちょ銀行各店窓口からの振込手数料は無料（ATMを除く） 
窓口にて本義援金の振込である旨をお伝えください 
※上記以外の金融機関からの振込の場合には、振込手数料が発生します

（２）窓口へお持ちいただく場合
岐阜県共同募金会関市支会の窓口までお持ちください。
　　　　場 所：わかくさ・プラザ 関市総合福祉会館 関市社会福祉協議会内 
受付時間：平日 8：30～17：15　（土・日・祝日はお休みです）

４．義援金の税制上の取扱い
　　本義援金は、税制上の優遇措置が認められる寄付金に該当いたします。この
　優遇措置を受けるためには以下のいずれかの書類が必要となります。
   ①岩手県共同募金会が発行する領収書 
   ②金融機関の振込金受領証及び別紙「大槌町林野火災による災害義援金」募集
　　　要綱

５．義援金の配付
　　　　寄せられた義援金は、関係団体等で構成される岩手県義援金配分委員会で配分を
　　　決定し、被災者へ配分されます。
